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藤
本
誠
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
「
古
代
国
家
仏
教
と
在
地
社
会
」

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
の
は
六
世
紀
中
頃
で
、
当
初
、
仏
教
は
大
王

家
、
中
央
・
地
方
豪
族
層
に
急
速
に
普
及
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

仏
教
が
在
地
社
会
に
ど
こ
ま
で
浸
透
し
た
の
か
、
仏
教
史
研
究
で
は
長
く

不
問
に
付
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
一
九
七
〇
年
か
ら
八
〇
年
代

に
各
地
で
八
世
紀
後
半
の
「
村
落
内
寺
院
」
が
発
掘
調
査
で
見
つ
か
る
よ

う
に
な
り
、
仏
教
伝
来
以
来
、
二
〇
〇
年
余
を
経
て
、
よ
う
や
く
在
地
社

会
に
も
仏
教
が
浸
透
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
研
究

は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
に
在
地
社
会
に
及
ん
だ
仏
教
の
構
造

と
特
質
を
、『
日
本
霊
異
記
』
と
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
を
手
が
か
り
に

解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

論
文
の
構
成

序
章

問
題
の
所
在

第
一
部

日
本
古
代
仏
教
史
料
論

第
一
章
『
日
本
霊
異
記
』
研
究
史

第
二
章
『
日
本
霊
異
記
』
と
中
国
仏
教
説
話
（
一
）

―
化
牛
説
話
を
素
材
と
し
て
―

第
三
章
『
日
本
霊
異
記
』
と
中
国
仏
教
説
話
（
二
）

―
冥
界
説
話
を
中
心
と
し
て
―

第
四
章
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
基
礎
的
考
察

第
二
部

日
本
古
代
の
在
地
の
仏
教
の
構
造
と
特
質

第
一
章
『
日
本
霊
異
記
』
の
仏
教
施
設
と
在
地
の
仏
教

附
論
一

近
年
の
東
国
集
落
遺
跡
に
お
け
る
仏
堂
遺
構
に
つ
い
て

第
二
章
『
日
本
霊
異
記
』
の
仏
教
施
設
の
造
営
主
体

―「
堂
」
を
中
心
と
し
て
―

第
三
章
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
「
堂
」
と
在
地
の
仏
教

―「
慰
誘
言
」
を
中
心
と
し
て
―

第
四
章

日
本
古
代
の
在
地
社
会
の
法
会
の
構
造
と
特
質

―
僧
侶
を
中
心
と
し
て
―

附
論
二
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
十
二
月
癸
未
朔
条
の
「
岡
本

堂
」
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察

第
三
部
『
日
本
霊
異
記
』
と
在
地
の
仏
教
の
諸
相

第
一
章
『
日
本
霊
異
記
』
の
紀
伊
国
説
話
と
在
地
の
仏
教

―
上
巻
第
五
を
中
心
と
し
て
―

第
二
章
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
備
中
国
説
話
と
在
地
の
仏
教

―
上
巻
第
二
九
を
め
ぐ
っ
て
―

第
三
章

御
毛
寺
知
識
経
と
紀
伊
国
の
在
地
の
仏
教

第
四
章
『
日
本
霊
異
記
』
の
悪
報
譚
の
構
造
と
特
質

―
仏
法
迫
害
説
話
を
中
心
と
し
て
―

終
章

総
括
―
古
代
国
家
仏
教
と
在
地
社
会

論
文
の
概
要

序
章
で
は
、
戦
前
か
ら
の
仏
教
史
研
究
に
つ
い
て
、
在
地
の
仏
教
の
位

彙

報彙

報

一
一
一
（
七
四
五
）



置
付
け
と
い
う
点
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
古
代
の
仏
教
を

国
家
仏
教
と
み
て
民
衆
の
仏
教
は
無
視
す
る
か
、
民
衆
の
仏
教
を
国
家
仏

教
と
対
立
す
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
る
説
が
長
く
続
い
て
い
た
こ
と
、

一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
吉
田
一
彦
氏
が
古
代
の
仏
教
を
国
家
仏
教
と
し

て
一
括
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
仏
教
を
宮
廷
の
仏
教
・
地
方
豪

族
の
仏
教
・
民
衆
の
仏
教
と
並
列
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
古
代
仏
教
多
様

論
を
提
起
し
た
と
整
理
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
年
の
仏
教
史
研
究
を

検
討
し
て
い
く
中
で
、
在
地
社
会
に
及
ん
だ
仏
教
に
つ
い
て
も
国
家
仏
教

を
担
っ
た
官
大
寺
僧
の
役
割
を
高
く
評
価
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
一
部
は
、
本
研
究
の
基
礎
史
料
で
あ
る
『
日
本
霊
異
記
』
と
『
東
大

寺
諷
誦
文
稿
』
の
史
料
論
的
考
察
で
、
両
史
料
と
も
日
本
古
代
の
在
地
社

会
の
仏
教
の
諸
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

第
一
章
は
、
日
本
古
代
史
・
日
本
文
学
に
お
け
る
『
日
本
霊
異
記
』
研

究
史
の
整
理
を
試
み
、『
日
本
霊
異
記
』
の
一
部
を
史
実
と
し
て
断
片
的

に
利
用
し
た
り
、
景
戒
の
作
品
論
と
し
て
収
斂
さ
せ
る
、
従
来
の
研
究
動

向
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
原
史
料
の
段
階
か
ら
編
纂
段
階
に
お
け
る
説

話
の
重
層
性
、
中
国
説
話
と
の
比
較
と
い
っ
た
観
点
に
着
目
す
れ
ば
、

『
日
本
霊
異
記
』
も
古
代
仏
教
史
の
史
料
た
り
得
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
化
牛
説
話
は
中
国
説
話
の
影
響
を

受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
「
寺
」「
堂
」
の
労
働
に

牛
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
転
生
す
る
畜
生
は
牛
に
限
定

さ
れ
る
な
ど
、
日
本
独
自
の
説
話
と
し
て
成
立
し
た
。
と
く
に
「
堂
」
を

舞
台
と
す
る
化
牛
説
話
で
は
債
務
者
が
最
終
的
に
救
済
さ
れ
る
救
済
譚
が
、

「
寺
」
の
化
牛
説
話
で
は
救
済
さ
れ
な
い
悪
報
譚
が
、
そ
れ
ぞ
れ
選
択
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
、「
寺
」
で
は
「
寺
」
と
郡
領
氏
族
の
「
家
」
と
に
経

営
が
分
化
し
て
い
た
こ
と
、「
堂
」
で
は
「
堂
」
と
檀
越
の
「
家
」
の
経

営
が
一
体
化
し
て
い
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

第
三
章
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
冥
界
説
話
を
六
朝
隋
唐
期
の
仏
教

説
話
と
比
較
検
討
し
た
結
果
、
五
世
紀
後
半
成
立
の
『
冥
祥
記
』
の
直
接

的
な
影
響
が
窺
え
る
こ
と
、
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
で
は
中
国
の
冥
界

説
話
の
構
造
を
利
用
し
つ
つ
も
、
閻
羅
王
宮
を
平
城
宮
と
し
、
冥
宮
へ
の

道
程
を
古
代
官
道
の
投
影
と
す
る
思
考
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
背
景
に
官
大

寺
僧
の
都
鄙
間
交
通
が
推
定
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。

第
四
章
は
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
基
礎
的
研
究
で
、『
東
大
寺
諷
誦

文
稿
』
に
み
ら
れ
る
書
き
入
れ
、
墨
消
し
、
見
出
し
な
ど
を
詳
細
に
検
討

し
て
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
が
官
大
寺
僧
の
在
地
社
会
で
の
法
会
の
式

次
第
で
あ
っ
た
こ
と
、
内
容
面
で
は
唐
の
『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
や
円
仁
の

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
み
え
る
唐
・
新
羅
の
法
会
次
第
と
ほ
ぼ
共
通

し
て
お
り
、
平
安
初
期
の
仏
教
法
会
の
次
第
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
冒
頭
部
に
欠
損
が
あ
る
と
い
う
従
来
説

は
誤
り
で
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
と
は
、
当
初
用
い

ら
れ
た
法
会
次
第
に
加
筆
を
し
、
次
の
法
会
に
向
け
て
整
備
す
る
過
程
に

あ
る
史
料
と
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
と
『
日
本
霊

異
記
』
所
収
の
諸
説
話
と
は
、
法
会
の
手
控
え
と
例
証
話
と
い
う
関
係
に

あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

第
二
部
で
は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
の
在
地
仏
教
に
つ
い
て
、

史

学

第
八
五
巻

第
四
号

一
一
二
（
七
四
六
）



『
日
本
霊
異
記
』
に
み
え
る
「
寺
」
と
「
堂
」
の
仏
教
施
設
と
し
て
の
相

違
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
相
違
は
両
者
の
伽
藍
形
態
、
居
住
す
る
宗
教

者
、
造
営
主
体
の
階
層
に
も
及
ぶ
こ
と
を
解
明
し
、
さ
ら
に
「
堂
」
の
法

会
の
具
体
相
も
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
を
利
用
し
て
復
原
し
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
堂
」
と
「
寺
」
の
区
分

を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
堂
説
話
の
下
巻
第
二
三
縁
に
出

て
く
る
「
寺
」
は
仏
教
施
設
全
般
を
指
す
広
義
の
用
法
で
あ
り
、「
寺
」

と
「
堂
」
の
混
用
説
は
当
た
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
下
巻
第
一
七
縁
の

「
弥
気
山
室
堂
」
と
下
巻
第
二
八
縁
の
「
貴
志
寺
」
を
舞
台
と
す
る
類
似

す
る
話
を
比
較
検
討
し
、
伽
藍
配
置
や
独
自
の
財
物
を
も
つ
経
営
体
で
あ

る
「
寺
」
と
、
囲
繞
施
設
が
な
く
、
経
営
体
と
し
て
も
未
熟
な
「
堂
」
と

は
明
確
に
区
分
で
き
る
。
両
者
の
相
違
は
居
住
す
る
宗
教
者
の
存
在
形
態

に
も
窺
え
、「
堂
」
は
基
本
的
に
無
住
で
、
時
に
は
村
落
出
身
の
私
度
沙

弥
が
常
住
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
寺
」
で
は
主
に
官
大
寺

僧
と
優
婆
塞
が
居
住
し
た
と
す
る
。

附
論
一
で
は
、
近
年
の
東
国
集
落
遺
跡
に
お
け
る
仏
堂
遺
構
の
発
掘
調

査
に
関
し
て
、
考
古
学
か
ら
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
の
結

果
、
東
国
の
仏
堂
遺
構
は
囲
繞
施
設
が
な
く
、
村
落
と
未
分
化
で
あ
る
こ

と
か
ら
、『
日
本
霊
異
記
』
の
「
堂
」
と
同
じ
く
、
す
べ
て
一
村
落
内
の

仏
教
施
設
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
、
遺
跡
に
お
け
る
双
堂
建
築
の
利
用

に
つ
い
て
は
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
と
の
対
応
か
ら
父
母
へ
の
追
善
儀

礼
に
悔
過
儀
礼
が
取
り
込
ま
れ
た
形
と
推
定
し
て
い
る
。

第
二
章
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
仏
教
造
営
主
体
の
考
察
で
あ
る
。

「
寺
」
の
造
営
主
体
と
し
て
は
大
領
・
少
領
の
郡
領
氏
族
に
加
え
、
出
身

地
が
「
国
＋
郡
＋
人
」
と
い
う
表
記
を
と
り
、
複
数
の
村
落
に
影
響
力
を

有
す
る
郡
内
の
有
力
者
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
方
、「
堂
」
の
造
営

主
体
に
関
し
て
は
、「
家
長
公
」
と
い
う
一
村
落
内
の
「
家
号
」
的
呼
称

を
も
つ
か
、「
国
＋
郡
＋
郷（
里
・
村
）＋
人
」
と
い
う
表
記
を
と
る
こ
と

か
ら
、
一
村
落
内
の
有
力
者
と
推
定
し
て
い
る
。

第
三
章
に
お
い
て
は
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
「
慰
誘
言
」
を
手
が

か
り
に
、
古
代
村
落
レ
ベ
ル
の
仏
教
の
具
体
相
を
解
明
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
第
一
に
「
慰
誘
言
」
で
は
全
体
と
し
て
「
堂
」
の
檀
越
を
菩
薩
行

に
よ
り
衆
生
を
浄
土
に
導
く
観
音
の
化
身
と
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
、
第

二
に
「
堂
」
の
法
会
で
は
檀
越
を
中
心
に
檀
越
の
同
族
、
村
落
の
民
衆
、

村
落
内
の
貧
窮
者
や
障
害
者
を
聴
衆
と
し
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
「
堂
」

の
法
会
で
は
檀
越
の
先
祖
に
よ
る
村
落
起
源
伝
承
と
「
堂
」
建
立
伝
承
が

語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
古
代
の
国
見
や
国
讃
め
に
系
譜
を
引
く
儀
礼

を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
檀
越
を
村
落
支
配
者
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在

と
し
て
讃
え
る
も
の
あ
っ
た
こ
と
、
第
四
に
「
堂
」
の
檀
越
に
は
女
性
の

存
在
も
想
定
さ
れ
、
こ
れ
は
「
里
刀
自
」
な
ど
の
一
村
落
内
の
女
性
統
率

者
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
章
で
は
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
「
卑
下
言
」
を
手
が
か
り
に
、

在
地
の
「
堂
」
の
法
会
の
場
を
復
原
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
堂
」
の

法
会
に
は
官
大
寺
僧
だ
け
で
は
な
く
、
在
地
の
「
寺
」
の
「
衆
僧
」・「
高

名
の
有
徳
」、
在
地
の
遊
行
の
僧
で
あ
る
「
能
化
の
聖
等
」
も
参
集
し
、

導
師
で
あ
る
官
大
寺
僧
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
る
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
法
会
に
お
け
る
関
係
は
在
地
の
重
層
的
な
宗
教
構
造
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
官
大
寺
僧
の
活
動
範
囲
は
東
国
に
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及
ん
で
い
た
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
仏
法
東
流
の
理
念
が
あ
っ
た
こ
と

も
論
じ
て
い
る
。

附
論
二
は
、『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
年
一
二
月
癸
未
朔
条
の
「
岡

本
堂
」
を
め
ぐ
る
考
察
で
あ
る
。
岡
本
堂
は
、
こ
れ
ま
で
賀
茂
社
の
神
宮

寺
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
古
代
村
落
の
「
堂
」
の
一
つ
と

み
る
べ
き
こ
と
、
岡
本
堂
が
天
長
一
〇
年
に
検
非
違
使
に
よ
っ
て
破
壊
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
堂
」
も
国
家
的
制
裁
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
と
す
る
。
後
者
の
点
は
、
古
代
国
家
は
宗
教
統
制
を
放
棄
し
て
い

た
と
す
る
説
へ
の
批
判
で
も
あ
っ
た
。

第
三
部
の
考
察
で
は
、
第
一
部
・
第
二
部
の
研
究
成
果
を
受
け
、『
日

本
霊
異
記
』
の
個
別
具
体
的
な
説
話
を
各
地
域
史
の
中
で
読
み
解
き
、
在

地
仏
教
の
諸
様
相
を
解
明
し
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
五
縁
の
、
紀
伊
国
名
草
郡
の

宇
治
大
伴
連
氏
の
先
祖
、
大
部
屋
栖
野
古
の
伝
承
を
考
察
し
て
い
る
。

「
寺
」
の
造
営
主
体
と
み
ら
れ
る
宇
治
大
伴
連
氏
の
仏
教
と
は
、
天
皇
に

奉
仕
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
の
大
伴
宿
祢
氏
に
連
な
る
た
め
の
手
段

で
も
あ
り
、
さ
ら
に
先
祖
の
事
績
を
継
承
す
る
者
が
在
地
支
配
の
手
段
と

し
て
利
用
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
し
、
郡
領
ク
ラ
ス
の
仏
教
が
、
従
来

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
祖
先
供
養
の
仏
教
と
い
う
と
ら
え
方
だ
け
で
は
な

く
、
在
地
支
配
と
か
か
わ
る
政
治
的
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

第
二
章
は
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
二
九
縁
の
考
察
で
、
白
髪
部
猪

丸
が
乞
食
僧
を
迫
害
し
た
た
め
悪
報
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
と
い
う
話
に
つ

い
て
、
舞
台
と
な
っ
た
備
中
国
西
部
の
在
地
情
勢
を
ふ
ま
え
て
、
吉
備
地

域
の
大
豪
族
下
道
朝
臣
と
同
祖
の
白
髪
部
氏
と
、
小
田
郡
の
郡
領
の
小
田

臣
氏
と
の
対
立
関
係
が
背
景
に
あ
っ
た
と
み
て
、
在
地
の
仏
教
の
政
治
的

側
面
を
論
じ
て
い
る
。

第
三
章
は
、
和
歌
山
県
小
川
八
幡
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
天
平
一

三
年
書
写
の
「
御
毛
寺
知
識
経
」
を
め
ぐ
っ
て
、
中
央
下
級
官
人
層
の
知

識
や
技
術
と
む
す
び
つ
い
た
在
地
有
力
者
層
に
よ
る
書
写
で
あ
っ
た
こ
と
、

御
毛
寺
は
北
山
廃
寺
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
一

七
縁
の
「
弥
気
山
室
堂
」
と
は
仏
教
施
設
や
檀
越
の
あ
り
方
が
異
な
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
御
毛
寺
と
「
弥
気
山
室
堂
」
は
同
じ
と
す
る
説
を

批
判
す
る
。「
寺
」
と
「
堂
」
の
相
違
は
第
二
部
第
一
章
で
指
摘
し
て
い

る
が
、
本
章
の
考
察
か
ら
も
補
強
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

第
四
章
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
悪
報
譚
を
中
国
説
話
と
比
較
し
、

と
く
に
僧
侶
迫
害
説
話
に
は
中
国
説
話
の
直
接
的
影
響
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
ず
、
日
本
独
自
の
話
型
で
あ
る
こ
と
、
僧
侶
を
迫
害
し
た
悪
人
が
死

亡
す
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
各
地
域
に
赴
い
た
官
大
寺
僧
と
在
地
の
支

配
者
層
が
仏
法
不
信
者
を
糾
弾
す
る
と
い
う
明
確
な
目
的
の
も
と
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ
に
は
遊
行
の
僧
が
広
く
活
動
す

る
と
い
う
在
地
社
会
の
現
実
的
な
状
勢
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

終
章
は
、
各
章
の
論
文
の
ま
と
め
と
し
て
、
古
代
の
在
地
仏
教
と
は
在

地
支
配
者
に
よ
っ
て
国
家
仏
教
を
在
地
支
配
の
た
め
に
積
極
的
に
受
容
し

た
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
側
面
を
強
く
有
し
た
仏
教
で
あ
る
と
し
た
。
そ

の
上
で
、
八
世
紀
後
半
に
「
堂
」
を
造
営
し
た
の
は
富
豪
化
し
た
村
落
首

長
層
で
あ
っ
た
こ
と
、「
寺
」・「
堂
」
と
そ
の
受
容
主
体
で
あ
る
在
地
支

史
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配
者
層
は
、
官
大
寺
僧
を
介
し
て
国
家
仏
教
に
包
摂
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
階
層
化
さ
れ
た
古
代
仏
教
全
体
で
は
国
家
仏
教
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

論
文
の
評
価

次
に
藤
本
君
の
論
文
の
独
創
性
と
し
て
評
価
さ
れ
る
点
を
指
摘
す
る
。

第
一
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
史
料
論
的
検
討
で
あ
る
。『
日
本
霊
異

記
』
に
は
、
先
行
す
る
中
国
説
話
集
が
あ
り
、『
日
本
霊
異
記
』
も
そ
れ

を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
編
者
景
戒
も
序
文
で
指
摘
し
て
い
る
が
、
藤
本

君
は
、
従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
冥
祥
記
』
や
『
釈

門
自
鏡
録
』
の
影
響
も
指
摘
し
た
。
し
か
も
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い

て
は
、
そ
う
し
た
中
国
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
、
各
説
話
に
お
い
て
、
寺

と
堂
の
経
営
や
官
大
寺
僧
の
都
鄙
間
交
通
を
踏
ま
え
て
、
日
本
独
自
の
説

話
が
形
成
さ
れ
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
本
研
究
の

成
果
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

第
二
と
し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
と
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
を
、
ほ
ぼ

同
時
代
の
官
大
寺
僧
の
所
産
と
す
る
視
点
か
ら
、
両
者
を
総
合
的
に
把
握

し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
在
地
の
仏
教
受
容
の
階
層
差
を
、
こ
れ
ら
の
史
料

に
み
え
る
「
寺
」
と
「
堂
」
の
差
異
と
し
て
捉
え
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、「
堂
」
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
富
豪
化
し
た
村
落
首
長

層
が
在
地
支
配
の
拠
点
の
役
割
を
担
う
べ
く
造
営
し
た
歴
史
的
存
在
と
限

定
的
に
捉
え
る
べ
き
と
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。「
寺
」
と
「
堂
」
の
区
分

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
認
め
な
い
学
説
が
あ
る
が
、
藤
本
君
の
考
察
に
よ

り
、
両
者
の
時
代
差
・
階
層
差
が
明
瞭
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
と
し
て
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
読
み
取

っ
た
内
容
は
、
こ
の
論
文
中
で
も
特
筆
す
べ
き
研
究
成
果
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
と
は
、
官
大
寺
僧
が
古
代
村
落
の
「
堂
」

で
行
わ
れ
る
法
会
の
式
次
第
の
作
成
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
唐
の

『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
の
影
響
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
慰
誘
言
」
の
分
析

か
ら
、
村
落
名
を
冠
す
る
「
堂
」
の
法
会
で
は
、
施
主
檀
越
を
讃
え
、
檀

越
祖
先
に
結
び
つ
く
村
落
起
源
伝
承
と
堂
建
立
伝
承
が
一
体
と
し
て
語
ら

れ
、
法
会
参
加
者
に
、
女
性
を
含
む
檀
越
が
村
落
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を

再
認
識
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、

「
卑
下
言
」
の
分
析
か
ら
は
、
古
代
村
落
の
「
堂
」
の
法
会
の
場
で
活
動

し
た
在
地
の
「
寺
」
の
僧
や
教
化
活
動
の
聖
ら
の
重
層
的
な
存
在
形
態
を

読
み
取
り
、
こ
れ
と
官
大
寺
僧
と
の
関
係
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
の
間
で
ほ
と
ん
ど
手

付
か
ず
で
あ
っ
た
史
料
を
丹
念
に
読
み
解
い
て
、
新
し
い
境
地
を
切
り
拓

い
て
お
り
、
本
論
文
の
独
創
性
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。

第
四
と
し
て
、
本
論
文
の
結
論
で
あ
る
が
、
古
代
社
会
の
「
堂
」
に
お

け
る
仏
教
受
容
の
具
体
相
を
考
察
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
古
代
日
本
の
仏
教

と
は
、
国
家
に
よ
っ
て
中
国
・
朝
鮮
半
島
か
ら
一
元
的
に
受
容
さ
れ
た
仏

教
の
諸
側
面
が
、
国
家
の
生
産
し
た
官
大
寺
僧
の
広
範
な
活
動
を
媒
介
と

し
て
、
貴
族
層
は
も
と
よ
り
、
在
地
の
富
豪
化
し
た
村
落
首
長
層
の
仏
教

に
ま
で
重
層
し
、
各
階
層
が
独
自
の
仏
教
を
展
開
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
内
実
は
、
国
家
が
宗
教
的
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
受
容
し
た
仏

教
を
在
地
支
配
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
在
地
仏
教
は
国
家
仏
教
に
対
峙
す
る
も
の
で
は
な
く
、
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包
摂
さ
れ
て
い
た
と
結
論
付
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
日
本
古
代
仏
教
の
理

解
を
、
村
落
レ
ベ
ル
の
「
堂
」
ま
で
も
視
野
に
入
れ
て
前
進
さ
せ
た
点
は

評
価
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
本
研
究
に
次
の
よ
う
な
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
一
つ
は
、

『
日
本
霊
異
記
』『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
お
け
る
「
寺
」
と
「
堂
」
の
差

異
を
官
大
寺
僧
や
景
戒
の
認
識
と
す
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
が
、『
出
雲

国
風
土
記
』
の
「
新
造
院
」、
行
基
建
立
の
「
院
」
な
ど
の
位
置
付
け
は

今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
官
大
寺
僧
の
位
置
づ
け
が
、
国

家
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
僧
と
さ
れ
て
い
る
点
に
や
や
固
定
的
な
印
象
を
受

け
る
点
で
あ
る
。
個
々
の
官
大
寺
僧
が
常
に
国
家
仏
教
の
体
現
者
と
い
え

る
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
二
点
は
今

後
の
課
題
で
あ
り
、
藤
本
君
の
次
な
る
研
究
と
し
て
是
非
取
り
組
ん
で
欲

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
文
献
史
学
に
留
ま
ら
ず
、
日
本
文
学
、
日
本
語
学
、
仏
教

学
（
仏
教
儀
礼
・
仏
典
・
中
国
仏
教
・
新
羅
仏
教
）、
考
古
学
の
成
果
を

取
り
入
れ
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
、『
日
本
霊
異
記
』
と
『
東
大
寺
諷
誦

文
稿
』
を
分
析
し
た
点
、
本
論
文
の
主
題
に
関
わ
る
膨
大
な
研
究
史
を
整

理
し
、
問
題
点
を
明
確
に
し
た
上
で
、
関
連
史
料
や
考
古
資
料
を
博
捜
し
、

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
批
判
を
踏
ま
え
て
検
討
し
、
そ
れ
を
的
確
に
論

じ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
、
個
別
論
文
が
一
貫
し
た
テ
ー
マ
の
も
と
に
有

機
的
に
関
連
し
て
お
り
、
体
系
性
を
も
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
高
く
評

価
さ
れ
る
。
よ
っ
て
審
査
員
一
同
は
、
博
士
（
史
学
）
の
学
位
を
授
与
す

る
に
ふ
さ
わ
し
い
業
績
と
判
断
す
る
。
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